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条  例 

                                  （平成21年６月23日掲示済） 
 天理市議会基本条例をここに公布する。 
  平成21年６月23日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第20号 
   天理市議会基本条例 
目次 
 前文 
 第１章 総則（第１条） 
 第２章 議会及び議員活動の原則（第２条―第４条） 
 第３章 市民と議会の関係（第５条―第７条） 
 第４章 議会と行政の関係（第８条―第12条） 
 第５章 自由討議の保障（第13条・第14条） 
 第６章 委員会の活動（第15条） 
 第７章 政務調査費（第16条） 
 第８章 議会及び議会事務局の体制整備（第17条―第20条） 
 第９章 議員の政治倫理、身分及び待遇（第21条・第22条） 
 第10章 最高規範性と見直し手続（第23条・第24条） 
 附則 
 市民は、先人の大いなる遺産である悠久の歴史と文化を大切にしながら、すべての市民が生きる喜びを
享受し、安心して暮らせるよう、各分野におけるさまざまな施策の実現を目指し、選挙において天理市議
会議員（以下「議員」という｡)を選び天理市議会（以下「議会」という｡)を構成するとともに、市長を選
んでいる。この二元代表機関には、市民の信託に応えるために異なる特性を生かし、市民の意思を市政に
的確に反映するために切磋琢磨し、最良の決定をなす使命が課せられている。 
 議会は、自らの改革とその本来のあり方について、地方自治体の最高法規である条例の形式によって、
その方向を明確にし、その実現を自らに義務付けるものである。 
 この条例は、地方議会の基本的な目的や役割を明らかにし、その議会活動のあり方や原則を示し、自治
立法権を担う地方議会の機能、制度などについて、開かれた議会、討論する議会、衆知を集める議会、行
動する議会へと充実・強化を目指すものである。さらに、他の機関との関係、特に執行機関との関係につ
いては、対等協力関係を前提として、執行機関に対する議会のあり方の原則と具体的な関係の持ち方を規
定し、最も重要と考えられる市民との関係についても、議会としてどのようにあるべきかを基本的な考え
方を示すともに、議事機関としての議会が、自治運営の基本原則や重要政策の企画立案に主導性を発揮し、
市民から頼りにされる存在として活動する姿勢をここに定めるものである。 
   第１章 総則 
 （目的） 
第１条 この条例は、地方自治の本旨に基づき市民に身近な地方政府としての議会活動を実行することに 
 より、市民全体の福祉の向上及び市政の発展とともに、歴史と文化と自然が生きづく活力と潤いのある 
 まちづくりの実現に寄与することを目的とする。 
   第２章 議会及び議員活動の原則 
 （議会活動の原則） 
第２条 議会は、市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを自覚し、公正性、透明性及び信頼性 
 を重視するとともに、市民参加型議会の推進により、開かれた議会を目指して活動するものとする。 
２ 議会は、議員、市長、市民等の多様な意見を把握しながら政策形成に寄与する場となるよう、議会に 
 おける交流と自由な討論の場の推進に努めるものとする。 
３ 議会は、天理市議会委員会条例（昭和32年３月天理市条例第１号）、天理市議会会議規則（昭和31年 
 10月天理市議会規則第１号）、議会内での申合せ事項等を継続的に見直すものとする。 
４ 議会は、傍聴の意欲が高まるよう、会議を定刻に開催するように努め、市民にわかりやすい視点、方 
 法等で行うものとし、天理市議会傍聴規則（昭和34年12月天理市議会告示第１号）の内容を継続的に見 
 直すものとする。 
 （議員活動の原則) 
第３条 議員は、議会が言論の府であり合議制機関であることを認識し、議員相互の自由な討議の推進を 
 重んじ、自己の能力を高める研さんを重ねることにより、市民の代表としてふさわしい活動をするもの 
 とする。 
２ 議員は、議会の構成員として、市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、一部 
 の団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。 
 （会派） 
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第４条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができる。 
２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。 
３ 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に際して、合意形成に努めるものとする。 
４ 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催するものとする。 
   第３章 市民と議会の関係 
 （市民と議会との関係） 
第５条 議会は、議会の活動に関する情報の公開を積極的に行い、市民との情報の共有を推進するととも 
 に、説明責任を十分に果たさなければならない。 
２ 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という｡)を原 
 則公開するとともに、市民、各種市民団体等との意見交換の場を多様に設けて、議員の政策形成に反映 
 させるものとする。 
３ 議会は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という｡)第1 0 0条の２の規定による専門的知 
 見の活用並びに法第1 0 9条から第1 1 0条までの規定による公聴会制度及び参考人制度を十分に活用し、 
 市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。 
 （議決責任等） 
第６条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、自治体としての意思決定又は政策決定に係る議決を 
 したときは、市民に対して説明する責務を有する。 
２ 議会は、議会運営に関し、市民に対し説明する責務を有する。 
 （議会報告会） 
第７条 議会は、市政の諸問題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報 
 及び意見を交換する場として、議会報告会を開催するものとする。 
２ 議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。 
   第４章 議会と行政の関係 
 （市長等と議会及び議員の関係等） 
第８条 議会及び議員は、市長その他の執行機関及びその職員（以下「市長等」という｡)との立場及び権 
 能の違いを踏まえた議会活動を行うことにより、議会審議における市長等との緊張関係の保持に努めな 
 ければならない。 
２ 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答 
 方式で行うことができる。 
３ 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質 
 問に対して反問することができる。 
４ 議会は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要 
 請内容、対応、経過等の記録を市長等に求めるものとする。 
 （議会審議における論点情報の形成） 
第９条 議会は、市長が提案する重要な政策、計画、施策、事業等（以下「政策等」という｡)について、 
 議会審議における論点情報を形成し、その政策等の水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項に 
 ついて説明を求めるものとする。 
 (１) 政策等の発生源 
 (２) 提案に至るまでの経緯 
 (３) 他の自治体の類似する政策等との比較検討 
 (４) 市民参加の実施の有無とその内容 
 (５) 総合計画との整合性 
 (６) 財源措置 
 (７) 将来にわたる効果及び費用 
２ 議会は、政策等の執行後におけるその評価に資する審議に努めるものとする。 
 （予算及び決算における政策説明資料の作成） 
第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、施策別又は事業別の分かりや 
 すい説明資料の作成を市長等に求めるものとする。 
 （監視及び評価） 
第11条 議会は、市長等の事務の執行について、監視する責務を有する。 
２ 議会は、本会議における審議、議決等を通じて、市民に市長等の事務の執行についての評価を明らか 
 にする責務を有する。 
 （政策立案及び政策提案） 
第12条 議会は、市の政策水準の向上を図るために政策立案機能の強化に努めるものとする。 
２ 議会は、政策立案を行うに当たっては、第９条第１項各号に規定する事項を市民に公表するものとす 
 る。 
３ 議会は、条例の提案、議案の修正、決議等を通じて、市長等に対し政策提案を行うものとする。 
   第５章 自由討議の保障 
 （議会の合意形成） 
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第13条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を中心に運営するものとす 
 る。 
２ 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長の提出議案並びに市民の提案に関して審 
 議し、結論を出す場合は、議員相互の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。 
 （政策討論会） 
第14条 議会は、市政に関する重要な政策等及び課題に対して、共通認識の醸成を図り、合意形成を得る 
 ため、議員で構成する政策討論会を開催するものとする。 
２ 政策討論会に関し必要な事項は、別に定める。 
   第６章 委員会の活動 
 （委員会の活動） 
第15条 議会は、委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、市民にわかりやすい議論を行うよ 
 う努めなければならない。 
２ 委員会は、市民の要請に応じ、審査の経過等を説明するため、懇談会等を積極的に行うよう努めるも 
 のとする。 
３ 委員会は、議会における政策立案及び提案を積極的に行うものとする。 
   第７章 政務調査費 
 （政務調査費の執行及び公開） 
第16条 議員は、政策立案又は提案を行うため、並びに調査及び研究に資するために交付される政務調査 
 費の執行に当たっては、天理市議会の審議機能を強化するための政務調査費の交付に関する条例（平成 
 13年３月天理市条例第20号）を遵守しなければならない。 
   第８章 議会及び議会事務局の体制整備 
 （議員研修の充実強化） 
第17条 議会は、議員の政策立案及び政策提案能力の向上等を図るとともに、この条例の趣旨を議員に浸 
 透させるため、議員研修を実施するものとする。 
２ 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を年１回以上開催す 
 るものとする。 
 （議会事務局の体制整備） 
第18条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の 
 調査及び法務の機能の充実を図るものとする。 
 （議会図書室） 
第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の整備及び図書の充実に努めるものとする。 
 （議会広報の充実） 
第20条 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、議会活動に対して市民の評価が的 
 確になされるよう情報の提供に努めるものとする。 
２ 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政 
 に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。 
   第９章 議員の政治倫理、身分及び待遇 
 （議員の政治倫理） 
第21条 議員は、市民の負託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、天理 
 市政治倫理条例（平成５年８月天理市条例第17号）を遵守し、市民の代表として良心と責任を持ち、議 
 員としての品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。 
 （議員定数及び議員報酬） 
第22条 議員定数又は議員報酬の改定に当たっては、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び健全な財 
 政運営を考慮するとともに、議会活動の評価等に関して市民の意見を聴取するため、参考人制度及び公 
 聴会制度を十分に活用するものとする。 
２ 議員定数又は議員報酬に係る条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を 
 除き、明確な改正理由を付して、法第109条又は第112条の規定に基づき、委員会又は議員から提出する 
 ものとする。 
   第10章 最高規範性と見直し手続 
 （最高規範性） 
第23条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規 
 則等を制定してはならない。 
２ 議会は、議員に、この条例の趣旨を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、研修を行 
 わなければならない。 
 （見直し手続） 
第24条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、議会運営に係る不断 
 の評価と改善を行うとともに、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されている 
 かを議会運営委員会において検討するものとする。 
２ 議会は、前項の検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ず 
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 るものとする。 
３ 議会は、この条例を改正する場合には、全議員が賛同する改正案であっても、本会議において改正の 
 理由を詳しく説明しなければならない。 
   附 則 
 この条例は、平成21年９月１日から施行する。 

 
                                  （平成21年６月23日掲示済） 
 天理市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成21年６月23日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第21号 
   天理市手数料条例の一部を改正する条例 
 天理市手数料条例（平成12年３月天理市条例第３号）の一部を次のように改正する。 
 別表第10号中「第31条の２第２項第16号ニ若しくは第62条の３第４項第16号ニ」を「第31条の２第２項
第15号ニ若しくは第62条の３第４項第15号ニ」に改める。 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 

                                  （平成21年６月８日掲示済） 
天理市告示第1 5 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月８日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月８日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月８日から平成21年８月６日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
６ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 移動・保管費用（１台につき） 
  ァ 移動費 2,000円 
  ィ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 
７ 連絡先 
  天理市自転車等保管施設   電話0743－62－7778 
  天理市総務部地域安全課   電話0743－63－1001 

 
                                  （平成21年６月８日掲示済） 
天理市告示第1 5 5号 
 地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第40条の２第１項の規定により、平成20年10月１日から平成
21年３月31日までにおける本市病院事業及び水道事業の業務状況を次のとおり公表する。 
  平成21年６月８日 
                                    天理市長 南  佳 策  

告  示 
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                                  （平成21年６月９日掲示済） 
天理市告示第1 5 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月９日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月９日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月９日から平成21年８月７日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月９日掲示済） 
天理市告示第1 5 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成21年６月９日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月９日 
３ 移動対象区域 
  天理市三島町1 4 7番地８先放置禁止区域外 
４ 略 
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５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月９日から平成21年８月７日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月10日掲示済） 
天理市告示第1 5 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月10日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月10日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月10日から平成21年８月８日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月10日掲示済） 
天理市告示第1 5 9号 
   公示送達について 
 平成21年度納税通知書（固定資産税・都市計画税）を郵送したが、その郵送を受けるべき者の住所及び
居所が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理
市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は当市税務課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ
ば、いつでも交付する。 
  平成21年６月10日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名 略 
（注意） 地方税法第20条の２の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに送達 
    があったものとみなす。 

 
                                  （平成21年６月11日掲示済） 
天理市告示第1 6 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月11日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月11日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 



 平成21年７月10日 金曜日        天理市公報 

- 17 -

５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月11日から平成21年８月９日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (１) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月12日掲示済） 
天理市告示第1 6 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月12日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月12日から平成21年８月10日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月15日掲示済） 
天理市告示第1 6 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月15日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月15日から平成21年８月13日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月16日掲示済） 
天理市告示第1 6 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月16日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月16日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月16日から平成21年８月14日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月17日掲示済） 
天理市告示第1 6 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月17日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月17日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月17日から平成21年８月15日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月18日掲示済） 
天理市告示第1 6 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月18日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月18日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月18日から平成21年８月16日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 
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                                  （平成21年６月19日掲示済） 
天理市告示第1 6 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月19日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月19日から平成21年８月17日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月22日掲示済） 
天理市告示第1 6 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月22日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月22日から平成21年８月20日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月23日掲示済） 
天理市告示第1 6 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月23日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月23日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
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 (１) 返還期間 
    平成21年６月23日から平成21年８月21日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月24日掲示済） 
天理市告示第1 6 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月24日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月24日から平成21年８月22日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月25日掲示済） 
天理市告示第1 7 0号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市
条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る書類は、当市税務課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付する。 
  平成21年６月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
 送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名 略 
（注） 地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送 
   達があったものとみなす。 

 
                                  （平成21年６月25日掲示済） 
天理市告示第1 7 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月25日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
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    平成21年６月25日から平成21年８月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月26日掲示済） 
天理市告示第1 7 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月26日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月26日から平成21年８月24日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月29日掲示済） 
天理市告示第1 7 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年６月29日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月29日から平成21年８月27日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年６月30日掲示済） 
天理市告示第1 7 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号)第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年６月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
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２ 移動日 
  平成21年６月30日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年６月30日から平成21年８月28日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年７月１日掲示済） 
天理市告示第1 7 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年７月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年７月１日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年７月１日から平成21年８月29日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年７月２日掲示済） 
天理市告示第1 7 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成21年７月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成21年７月２日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年７月２日から平成21年８月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成21年７月３日掲示済） 
天理市告示第1 7 7号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例(平成13年9月天理市条例第30号)第12条の規定により自転車
等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第1項の
規定により告示する。 
  平成21年７月３日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成２１年７月３日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成21年７月３日から平成21年８月31日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

                                  （平成21年６月12日掲示済） 
天理市公告第15号 

公売公告兼見積価額公告 

 国税徴収法（昭和34年法律第1 4 7号）第95条の規定により差押財産を公売することを公告する。 
 国税徴収法第99条の規定により見積価額を公告する。 
  平成21年６月12日 
                                天理市長 南  佳 策  

見積価額 
（最低入札価額） 

公売保証金
売却区分 名 称 、 性 質 、 そ の 他 

数
量

（円） （円）

天４－１ 掛軸 １ 20,000 2,000

天４－２ ネックレス １ 30,000 3,000

天４－３ 指輪 １ 20,000 2,000

天４－４ ブローチ（白色・花形） １ 5 0 0 0

天４－５ ブローチ（金色・葉模様・グレー色の石付） １ 1,000 0

天４－６ 置時計 １ 1,000 0

天４－７ 掛時計 １ 1,000 0

天４－８ 花瓶 １ 1,000 0

（注） ① 上記売却区分ごとに公売します。 

公 

売 
財 

産 

    ② 公売財産の詳細については、ヤフーが提供するインターネットオークションサイト
     内に記載しています。 

公売方法 ヤフーが提供するインターネットオークション（せり売） 

公売場所 ヤフーが提供するインターネットオークションのシステム上 

公売参加申込期間 平成21年７月14日 午後１時00分～平成21年７月27日 午後５時00分 

入札開始 平成21年７月31日 午後１時00分 
日
時 

公
売 入札締切 平成21年８月３日 午後２時00分 

開札の日時 平成21年８月３日 午後２時00分 

売却決定 日時 平成21年８月３日 午後４時00分 場所 天理市役所 収税課 

買受代金納付期限 平成21年８月10日 午後２時30分 

買受人についての 

資格その他の要件 
国税徴収法第92条及び同法第1 0 8条該当者は公売に参加できません。 

公  告 



 平成21年７月10日 金曜日        天理市公報 

- 24 -

そ
の
他 

１．天理市は瑕疵担保責任を負いません。 
２．公売に参加するためには、公売参加申込期間内において、公売財産の公売保証金を納付い
 ただく必要があります。 
３．買受代金を納付したとき、買受財産の危険負担は買受人に移転します。買受後に発生した
 財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害負担は買受人が負うことになります。 
４．引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。なお、引き渡しのために要した
 費用はすべて買受人の負担になります。 
５．その他、詳細についてはヤフーオークションサイト並びに天理市のホームページでご確認
 ください。 

配当を受ける者の権利の申出について 
 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けること
ができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を
当市収税課に申し出て下さい。 
 なお、債権現在額申立書の用紙は当市収税課に用意しています。 

 
                                  （平成21年６月19日掲示済） 
天理市公告第16号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定
めたので、同法第19条の規定により公告する。 
  平成21年６月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に供する。 

 
                                  （平成21年６月30日掲示済） 
天理市公告第17号 
   天理市指定下水道工事店の指定について 
 平成21年６月30日付けをもって、下記の者を天理市下水道工事店として指定したので公告する。 
  平成21年６月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
指定下水道工事店第1 8 8号 
商号又は名称 藤本設備工事 
代 表 者 藤本 栄一 
店舗の所在地 磯城郡田原本町大字阪手2 0 3番地の２ 
 
指定下水道工事店第1 8 9号 
商号又は名称 有限会社 聖工業 
代 表 者 下川 俊一 
店舗の所在地 生駒市南田原町8 0 0番１ 
 
指定下水道工事店第1 9 0号 
商号又は名称 オーナー設備 
代 表 者 中西 丈人 
店舗の所在地 奈良市沓掛町26番地 
 
指定下水道工事店第1 9 1号 
商号又は名称 福井水道工業 株式会社 
代 表 者 福井 清高 
店舗の所在地 奈良市法蓮西町1 5 2番地の１ 
 
指定下水道工事店第1 9 2号 
商号又は名称 有限会社 ニコ―設備奈良支店 
代 表 者 浦芝 義隆 
店舗の所在地 葛城市柿本１番地７ 
 
指定下水道工事店第1 9 3号 
商号又は名称 松村設備 
代 表 者 松村 文秀 
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店舗の所在地 桜井市大字戒重5 4 2番地の11 
 
指定下水道工事店第1 9 4号 
商号又は名称 岩田設備工業 
代 表 者 岩田 憲之 
店舗の所在地 御所市大字蛇穴6 5 7番地 
 
指定下水道工事店第1 9 5号 
商号又は名称 辰己設備 
代 表 者 辰己 秀樹 
店舗の所在地 天理市二階堂上ノ庄町89番地15 
 
指定下水道工事店第1 9 6号 
商号又は名称 株式会社 ｅ－Naturally 
代 表 者 米倉 浩史 
店舗の所在地 奈良市西九条町３丁目３番11号 
 
指定下水道工事店第1 9 7号 
商号又は名称 ワイジーテック 
代 表 者 柳 清志 
店舗の所在地 奈良市柏木町3 4 3番地の１ 
 
指定下水道工事店第1 9 8号 
商号又は名称 森田建設 
代 表 者 森田 憲二 
店舗の所在地 磯城郡田原本町大字阪手8 4 1番地の５ 

 
                                  （平成21年６月30日掲示済） 
天理市公告第18号 
   天理市指定下水道工事店の指定取消しについて 
 平成21年６月30日付けをもって、下記の者を天理市下水道工事店の指定を取消したので公告する。 
  平成21年６月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
指定下水道工事店第48号 
商号又は名称 有限会社 オズ設備 
代 表 者 野矢 悦三 
店舗の所在地 奈良市大安寺西１丁目2 8 8番地の６ 
 
指定下水道工事店第49号 
商号又は名称 株式会社 竹本設備工業所 
代 表 者 竹本 豈晃 
店舗の所在地 奈良市山町30番地の３ 
 
指定下水道工事店第62号 
商号又は名称 丸福設備工業 株式会社  
代 表 者 今紺 誠久 
店舗の所在地 北葛城郡河合町星和台２丁目30番地 
 
指定下水道工事店第69号 
商号又は名称 伴井工業 
代 表 者 伴井 清香 
店舗の所在地 磯城郡川西町唐院1 9 7番地の３ 
 
指定下水道工事店第1 4 7号 
商号又は名称 株式会社 たかとり工設社 
代 表 者 吉川 晴三 
店舗の所在地 高市郡高取町大字森3 7 9番地の２ 
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教育委員会 
                                  （平成21年６月25日掲示済） 
天教告示第８号 
 平成21年７月２日午前９時30分から７月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 
  平成21年６月25日 
                                   天理市教育委員会 
                                   委員長 落 合 啓 男  

農業委員会 
                                  （平成21年６月29日掲示済） 
天農委告示第６号 
 平成21年７月８日午後４時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
  平成21年６月29日 
                                    天理市農業委員会 
                                    会長 川 口 和 良  

記 
議案第１号 農地法（昭和27年法律第229号）第３条に関する許可申請について 
議案第２号 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）による農用地利用集積計画について 
議案第３号 天理農業振興地域整備計画の変更について 
議案第４号 その他 

公営企業 
                                  （平成21年６月17日掲示済） 
天理市水道局告示第14号 
   天理市指定給水装置工事事業者の指定について 
 平成21年６月17日付をもって下記の者を天理市指定給水装置工事事業者として指定したので告示する。 
  平成21年６月17日 
                                   天理市水道事業代表者  
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市指定給水装置工事事業者 
商 号 三和設備工業㈱ 
代表者 植村英毅 
住 所 奈良市川上町5 7 6－４ 

 
                                  （平成21年６月25日掲示済） 
天理市水道局告示第15号 
   天理市指定給水装置工事事業者の指定について 
 平成21年６月25日付をもって下記の者を天理市指定給水装置工事事業者として指定したので告示する。 
  平成21年６月25日 
                                   天理市水道事業代表者  
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市指定給水装置工事事業者 
商 号 村設備水工 
代表者 村好司 
住 所 桜井市辻1 6 4－２ 

 
                                  （平成21年６月26日掲示済） 
天理市水道局公告第１号 
   一般競争入札について 
 建設工事の請負について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令
第16号。以下「施行令」といいます｡)第1 6 7条の６第１項及び天理市水道局会計規程（平成13年３月水
道ガス局管理規程第14号）第５条第１項の規定により次のとおり公告します。 
 なお、この工事は、予定価格及び最低制限価格の事前公表を行う水道施設工事です。 
  平成21年６月26日 
                                   天理市水道事業代表者 
                                   天理市長 南  佳 策  
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第１  競争入札に付する事項 
 (１) 工 事 名     杣之内浄水場新２系沈殿池築造工事  
 (２) 工事場所  天理市杣之内町3 2 1 
 (３) 工事概要  杣之内浄水場沈殿池築造工事 一式 
         機械、電気計装設備工事 一式 
 (４) 工  期  平成22年３月31日まで 
第２  競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 
  次の条件をすべて満たしていること。 
  (１) 天理市水道事業代表者天理市長（以下「代表者」といいます｡)に建設工事入札参加資格申請書を 
  提出している者のうち水道施設工事及び機械器具設置工事の資格を有する建設業者であって、次 
  の(２)から(11)までに掲げる条件をすべて満たし、かつ、第３の２に定める競争入札参加資格の確認 
  を受けた者であること。 
 (２) 建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）第15条の規定による水道施設工事業の特定建設業の許可を受 
  けている者であること。 
 (３) 施行令第1 6 7条の４の規定に該当する者でないこと。 
 (４) 競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料（以下「競争入札参加資格確認申請書等」 
  といいます｡)提出期限の日から入札の日までの期間に指名停止措置（以下「指名停止」といいます｡) 
  を受けていない者であること。 
 (５) 次に掲げるこの入札に係る設計業務の受託者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。 
   名 称  ㈱関西コンサルタント 奈良営業所 
      所在地 奈良県奈良市大森西町３‐23 
 (６) 会社更生法（平成14年法律第1 5 4号）第17条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立 
  て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」と 
  いいます｡)に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第1 7 2号。以下「旧法」といいます｡) 
  第30条に規定する更生手続開始の申立てを含みます｡)をしていない者又は申立てをなされていない者 
  であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開 
  始の決定を含みます｡)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをな 
  されなかった者とみなします。 
  (７) 平成12年３月31日以前に民事再生法（平成11年法律第2 2 5号）附則第２条の規定による廃止前の 
  和議法（大正11年法律第72号）第12条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者であるこ 
  と。 
  (８) 平成12年４月１日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は 
  申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっ 
  ても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立 
  てをなされなかったものとみなします。 
  (９) 建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査（有効期間内にある直近のもの。以下「経 
  営事項審査」という｡)の結果における水道施設工事の総合評定値が1,000点以上及び機械器具設置工 
  事の総合評定値が1,200点以上の者であること。 
  (10) 過去10年以内（本工事の発注年度を含まない｡)に処理能力が6,000m3／日以上の沈殿池の新設工 
  事（工事を完成したものに限る｡)の施工元請実績を有し、当該主要機器の自社による設計ができる者 
  であること。 
  (11) 次の条件をすべて満たす技術者をこの工事に専任で配置できること。 
   ① 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 
   ② 入札の申込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者。 
   ③ 監理技術者を置くことが必要な工事にあっては、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講 
    習修了証」の交付を受けている者又はこれに準ずる者。 
第３ 入札手続き等 
１ 入札説明書の交付期間及び交付場所等 
  (１) 交付期間 平成21年６月26日（金）から同年７月６日（月）まで（土曜日及び日曜日を除きます｡) 
  の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除きます。） 
  (２) 交付場所 〒6 3 2‐8558 天理市川原城町6 0 0番地10 天理市水道局 総務課 庶務係 
         電話番号 0743‐63‐1001 内線 8 3 8   
 (３) 費用 無償とします。 
２ 競争入札参加資格の確認 
  この工事の入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書等を次のとおり代表者に提出 
 し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 
 (１) 提出期間  平成21年６月26日（金）から同年７月６日（月）まで（土曜日及び日曜日を除きます｡) 
  の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除きます｡) 
 (２) 提出場所 １の(２)に同じ。 
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  (３) 提出部数  各１部 
  (４) 提出方法  持参に限ります。 
 (５) 作成及び提出に係る費用 申請者の負担とします。 
３ 設計図書等の貸与 
  申請書及び資料の提出した者に対し、設計図書等を貸与します。 
 (１) 日時  平成21年６月26日（金）から同年７月６日（月）まで（土曜日及び日曜日を除きます｡)の 
  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除きます。） 
  (２) 場所  １の(２)に同じ。 
  (３) その他 貸与を受けた設計図書等は入札の日までに返還するものとします。 
４ 入札の日時等 
  (１) 入札日時 平成21年８月５日（水） 午前10時00分 
 (２) 入札の場所 天理市川原城町6 0 0番地10 天理市水道局２階  大会議室 
５ 入札の方法 
  (１) 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。  
 (２) 入札書には見積もった金額の1 0 5分の1 0 0の金額（消費税及び地方消費税に相当分の５％を差し 
  引いた金額）を記載してください。 
 (３) 入札執行回数 入札執行回数は、１回とします。 
第４ その他 
１ 入札保証金 
  免除します。 
２ 契約保証金 
  天理市水道局会計規程第５条第１項に定めるところによります。 
３ 入札の無効 
    次に該当する入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。 
 (１) 競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札である場合。 
 (２) 入札書の記入内容に不備（記名・押印のないもの、入札価格が読みとれないもの及び訂正してあ 
  るもの等）がある場合。 
 (３) 委任状を持参しない代理人のした入札である場合。 
 (４) 最低制限価格の1 0 5分の1 0 0の金額に満たない入札である場合。 
 (５) 当該入札において、適正な入札の執行ができないと認められた場合。 
 (６) その他入札に関する条件に違反した場合。 
  なお、代表者により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札の日までの間において 
 指名停止を受けた者等開札時点において第２に  掲げる資格の無い者の行った入札は無効とします。 
４ 契約の不締結 
    落札決定後、契約締結までの間に、落札者が入札参加資格の制限又は指名停止を受けた場合は、契約 
 を締結しません。 
５ 予定価格の額及び最低制限価格の額 
 (１) この工事の予定価格は、189,638,400円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡)です。 
 (２) この工事の最低制限価格は、169,675,800円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡)です。 
６ 詳細は、入札説明書によります。 


